
 
 

 

１．感染防止対策の基本 

（１）はじめに 

感染防止対策の基本は、感染源対策、感染経路対策、感受性対策であり、救急活動時

における感染防止対策も同じである。 

感染源対策、感染経路対策としては、傷病者についての情報が少ないという救急現場

の特殊性に鑑み、「全ての傷病者の体液（汗は除く。）及び排泄物は病原体が未同定のた

め、危険である。」ということを前提にした対策が求められる。米国疾病管理予防セン

ター（CDC）の「隔離予防策のためのガイドライン（2007）」や、厚生労働省の「感染症

の患者の移送の手引きについて」（平成 16 年３月 31 日付け健感発第 0331001 号）のい

ずれにおいても、その対策として、「標準予防策（Standard Precaution）の実施」が強

く推奨されている。 

救急活動において、傷病者の状態に応じて適切な救急資器材を用いた応急処置等を

行うことや、傷病者の情報を適切に搬送先医療機関へ伝達することが求められるとと

もに、搬送に携わる者自身が感染しないよう、また感染を他者へ拡大させないよう、搬

送に際し適切に感染経路別対策を行うことが重要である。その一方で、科学的根拠のな

い過剰な防御策も避ける必要がある。  

また、感受性対策は、救急隊の予防接種等により、事前に実施しておくことが望まし

い。 

 

（２）感染防止対策の基本的な考え方 

ア 全ての傷病者に対して「標準予防策（Standard Precaution）」を行うことが強く推奨

される。 

イ 感染症が疑われる場合は、「感染経路別予防策（Transmission-based Precaution）」

を標準予防策に追加し行う。 

ウ 感染リスク管理の観点に立った的確な対応を行う。 
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